
京都市長の権限に属する衛生事務委任規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成３１年３月２９日   

京都市長  門 川 大 作   

京都市規則第   号 

京都市長の権限に属する衛生事務委任規則の一部を改正する規則 

京都市長の権限に属する衛生事務委任規則の一部を次のように改正する。 

第４条第１号中「立入検査」の右に「及び質問」を加え，同条第３号中「第１８条」を

「第１８条第１項」に改め，同条第５号中「立入検査」の右に「及び質問」を加え，同条

第９号中「第３９条」を「第３９条第２項及び第３項」に改め，同条第１０号中「第１１

条」を「第１１条第１項」に改め，「立入検査」の右に「及び質問」を加え，同条第１１号

中「第９条」を「第９条第１項」に改め，「立入検査」の右に「，指示及び試験」を加える。 

第６条の見出し中「毒物劇物監視員」の右に「への委任」を加え，同条第１号中「立入

検査」の右に「，質問及び収去」を加える。 

第７条の見出し中「薬事監視員」の右に「への委任」を加え，同条第１号中「立入検査」

の右に「及び質問」を加える。 

第９条第１号中「立入検査」の右に「及び質問」を加える。 

第１０条第２号中「第７条」を「第７条第１項」に改め，「立入検査」の右に「，質問」

を加える。 

第１１条第２号中「立入検査」の右に「，質問」を加える。 

第１２条第１号中「第２４条」を「第２４条第１項」に改め，「立入検査」の右に「及び

質問」を加える。 

   附 則 

 この規則は，公布の日から施行する。 

（行財政局人事部人事課） 
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